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第 4 章 計画の枠組みと目標設定 

4.1 基本理念 

基本理念とは、計画を推進する上で基本となる考え方を示すものであり、本市の全ての人々

が共有する行動の規範となるものです。 

前計画では、基本理念を「ごみを「たから」に～みんなでつくる持続可能な循環型のまち 

松山～」とし、これに基づき、基本方針、各種施策を掲げました。 

本計画では、市民、事業者、行政などの各主体が互いに連携し合いながら、循環型社会と脱

炭素社会が両立した、環境にやさしいまちづくりを進め、将来世代に引き継ぐことが重要と

考え、以下の基本理念を設定します。 
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4.2 計画の枠組み 

前計画に引き続き、基本理念の実現に向けた基本方針、基本施策、施策の方向及び推進項目

を定め、図 4-1に示すとおり、ピラミッド状の体系を構築します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-1 計画の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ごみを適正に処理し、豊かな環境を引き継
ぐためには、市民・事業者・行政の３者によ
る協働が欠かせません。
本計画では、各主体の役割を明確化した上

で、ごみの減量・再資源化・適正処理に向け
た方向性を共有し、取組を進めます。

基本方針１

市民・事業者・行政の
パートナーシップで、
３Ｒを一層推進します

ごみを適正に処理することで、環境負荷の
低減を図ることができます。
ごみの排出から最終処分までの全工程で、

ごみを適正に処理し、より住みやすい環境を
構築します。

基本方針２

排出から最終処分まで、
適正処理を確保します

自然環境の変化や、人口減少などの社会的
な課題に対応し、将来にわたって安定的なご
み処理体制を維持することで、全ての市民が
安心して暮らせるまちを目指します。

基本方針３

社会情勢の変化に対応した、
持続可能なごみ処理体制を

構築します

基本方針の考え方



第 4 章 計画の枠組みと目標設定 

4-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市民・事業者・行政のパートナーシップで、３Ｒを一層推進します
基本方針

１

基本施策１－１ 環境教育等の推進と的確な情報共有・普及啓発

基本施策１－２ 循環型社会の形成

施策の方向（１）循環型社会実現の基礎となる情報提供
（２）環境教育の充実・啓発活動の推進

施策の方向（１）３Ｒがより進むライフスタイルの推進
（２）ごみ減量の推進
（３）リサイクルの推進

排出から最終処分まで、適正処理を確保します
基本方針

２

基本施策２－１ ごみの排出に関する施策

基本施策２－２ 収集運搬・中間処理・最終処分に関する施策

施策の方向（１）ごみ排出ルートの整備
（２）指導・監視の徹底

施策の方向（１）適正な収集運搬の確保
（２）適正な中間処理の確保
（３）適正な最終処分の確保

社会情勢の変化に対応した、持続可能なごみ処理体制を構築します
基本方針

３

基本施策３－１ 環境課題への対応

基本施策３－２ 社会的課題への対応

施策の方向（１）気候変動影響の緩和
（２）気候変動影響への適応

施策の方向（１）費用対効果を考慮したコストの最適化
（２）人口減少等による影響への対応
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4.3 将来予測（現状すう勢） 

前計画の目標指標である「１人１日当たりのごみ排出量」及び「リサイクル率」、脱炭素社

会実現のための指標となる「CO２排出量」について、今後追加的な対策を見込まないまま、

人口の増減などの活動量のみが推移した場合の将来予測を行いました。 

 

4.3.1 ごみ総排出量 

ごみ総排出量等の将来推計結果は、図 4-2 及び表 4-1に示すとおりです。 

ごみ総排出量は減少傾向で推移し、令和 12 年度のごみ総排出量は 131,375 t/ 年、１

人１日当たりのごみ排出量は 736 g/人・日になると見込まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-2 ごみ総排出量等の将来推計結果 

 

表 4-1 ごみ総排出量等の将来推計結果 

年 度 

項 目 

基準年度 

(平成 30 年度) 

見直し年度 

(令和７年度) 

目標年度 

(令和 12 年度) 

人口［人］1） 513,361 498,800 489,100 

ごみ排出量 

［t/年］ 

家庭系 115,577 108,717 104,613 

事業系 29,105 27,517 26,762 

ごみ総排出量［t/年］ 144,682 136,234 131,375 

１人１日当たりのごみ排出量 

［g/人・日］ 
772 748 736 

 

 

                             

1） 本市の将来人口は、「第２期松山市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づき、設定しています。 

推計値 実績値 
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4.3.2 リサイクル率 

リサイクル率等の将来推計結果は、図 4-3 及び表 4-2に示すとおりです。 

粗大ごみ処理施設での資源化量はやや増加する一方、焼却施設や資源化施設での資源化

量が減少する見込みであるため、全体として減少傾向で推移すると見込まれます。このた

め、リサイクル率も低下し、令和 12年度には 18.2％になると見込まれます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-3 リサイクル率等の将来推計結果 

表 4-2 リサイクル率等の将来推計結果1） 

年 度 

資源化量 

基準年度 

(平成 30 年度) 

見直し年度 

(令和７年度) 

目標年度 

(令和 12 年度) 

焼却施設［t/年］ 5,264 4,808 4,700 

 金属類 436 421 410 

溶融スラグ 4,029 3,788 3,690 

焼却灰(セメント原料化)2） 799 600 600 

資源化施設［t/年］ 22,126 19,422 17,583 

 紙類 9,450 7,212 5,815 

金属・ガラス 5,360 4,689 4,252 

ペットボトル 1,332 1,491 1,541 

プラスチック製容器包装 5,451 5,474 5,420 

水銀 44 47 46 

せん定枝 489 508 508 

粗大ごみ処理施設［t/年］ 1,625 1,622 1,631 

 金属類3） 1,574 1,571 1,580 

リサイクル家具 51 51 51 

資源化量計［t/年］ 29,015 25,852 23,915 

リサイクル率Ｒ［％］4) 20.1 19.0 18.2 

                             

1） 小数点以下の数値の取り扱い上、合計値が合わないことがあります。 

2） 焼却灰は外部にセメント原料化を委託しており、令和３年度以降は委託量を 600t/年とする方針です。 

3） 小型家電の回収量を含みます。 

4） リサイクル率Ｒ［％］＝総資源化量［t/年］÷ごみ総排出量［t/年］×100 

推計値 実績値 
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4.3.3 ごみの焼却に伴う CO2排出量 

ごみの焼却に伴う CO2排出量1）の将来推計結果は、図 4-4及び表 4-3に示すとおりで

す。 

南クリーンセンター・西クリーンセンターともに、焼却処理量が減少傾向で推移する見

込みであるため、ごみの焼却に伴う CO2 排出量も減少し、令和 12 年度には 50,758t-

CO2になると見込まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-4 ごみの焼却に伴う CO2排出量の将来推計結果 

 

表 4-3 ごみの焼却に伴う CO2排出量の将来推計結果 

年 度 

処理量 

基準年度 

(平成 30 年度) 

見直し年度 

(令和７年度) 

目標年度 

(令和 12 年度) 

焼却処理量［t/年］ 119,075 114,900 111,946 

焼却処理量から算出した排出量［t-CO２/年］ 63,694 61,463 59,881 

売電・余熱利用量分の削減量［t-CO２/年］ 12,731 9,363 9,123 

ごみの焼却に伴う排出量［t-CO２/年］ 50,963 52,100 50,758 

 

  

                             
1） ごみの焼却に伴う CO2排出量は、焼却処理量を基に算出した CO2発生量から、ごみ発電や熱供給による

CO2削減量（化石燃料の使用が抑制されるため。）を差し引いた値としています。 

推計値 実績値 
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4.4 計画の目標 

4.4.1 目標の設定 

本市の上位計画及び関連計画などを踏まえ、本計画では新たに「ごみの焼却に伴う CO2

排出量」を指標に加え、以下の３つの目標を設定します。 
 

 

 

 

 

 

 
  

前計画では「人口 50 万人以上の市の中で１人１日当たりのごみ排出量が最も少ない都

市であることを維持」を目標としましたが、本計画では、他自治体との比較ではなく、本

市の実情に応じた具体的な数値目標を掲げることとします。 
 

 

 

 

 

 

 

前計画で掲げた目標が未達成であることを踏まえ、本計画でもこれを踏襲し、継続して

上記目標の達成に向けて取り組むこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

本市は、令和元年度に策定した「松山市環境モデル都市行動計画」で、「2050 年まで

に温室効果ガスの排出量実質ゼロ社会を目指す」という目標を掲げています。同計画では、

ごみ処理分野にも温室効果ガスの排出削減を求めていることから、本計画でも具体的な目

標を設定し、脱炭素社会の形成に向けて積極的に取り組むこととします。 

なお、「ごみの焼却に伴う CO2排出量」は、焼却処理量を基に算出した CO2排出量か

ら、ごみ発電などによる CO2削減効果を差し引いた値とします。 

①１人１日当たりのごみ排出量 
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4.4.2 目標達成の考え方 

以下の考え方を基に、目標の達成を目指します。 

 

① １人１日当たりのごみ排出量 

食品ロスの削減、生ごみの水切り徹底を図ることにより、年間のごみ総排出量を

17,000t 以上削減し、１人１日当たりのごみ排出量を 50g 以上削減します。 

② リサイクル率 

可燃ごみに含まれるリサイクル可能な紙類及びプラスチックごみの分別徹底を図り

つつ、技術革新などによる新たなリサイクルを推進することで、年間の資源化量を約

4,000t 以上増加し、リサイクル率を 26％にまで向上させます。 

③ ごみの焼却に伴う CO2排出量 

上記の取組により年間の焼却処理量を約 21,000t 以上削減しつつ、ごみ発電や熱供

給に継続して取り組むことで、年間の CO2排出量を 8,000t 以上削減します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-5 目標達成の考え方 
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1） 資料編（P.4-7）参照 

2） 資料編（P.4-15）参照 

①食品ロスの削減

食品ロスの
削減可能量

食品ロスの
賦存量※１

市民の
協力度※２＝ ×

食品ロス削減量は、令和 12 年度時点で一定の市民の協

力が得られているものと想定し、本計画の策定に当たって

実施した市民向けアンケート調査結果１）及び本市の食品

ロス賦存量などから算定しました。 

※1：家庭系可燃ごみ排出量×可燃ごみ中の生ごみの割合 a)×食品ロスの割合 b) 

a）本市が実施している可燃ごみのごみ組成調査結果に基づき設定 

b）「令和元年度 食品廃棄物等の発生抑制及び再生利用の促進の取組に係る実態調査 報告書 環境省」に基づき設定 

※2：市民向けアンケート調査「あなたの日常生活や行動がごみや環境問題につながっていると感じますか」の設問に対し

て、「とても思う」と回答のあった割合 

 

②生ごみの水切り

③新たなリサイクル

生ごみ水切りによる削減量は、現在水切りを行っていな

い市民が、令和 12年度時点にはおおむね水切りを行うも

のと想定し、市民向けアンケート調査結果２）及び水切り効

果などから算定しました。 

※1：家庭系可燃ごみ排出量×可燃ごみ中の生ごみの割合 

※2：他地方自治体における公表データに基づき設定 

※3：市民向けアンケート調査「生ごみを捨てる前の水切りを行っていますか」の設問に対して、「行っていないが、今後

は行いたい」と回答のあった割合 

 

可燃ごみの中には、生ごみや木くず、古布や紙おむつなど、資源としてリサイクルできるも

のが含まれています。新たなリサイクルによる施策効果の試算としては、これらリサイクル可

能なごみの賦存量を基に、分別区分の変更などを実施した場合に回収が見込まれる数量を計上

しています。 

 

施策効果の考え方

生ごみの
削減可能量

水切りの
効果※２

水切りの
協力度※３＝ ×

生ごみの
賦存量※１ ×


